
 

 

取 組 事 例 

（朝型の働き方・所定外労働削減・年休取得促進・多様な正社員・テレワーク） 

 

 

 

 

 

取組の目的： 

 

 

 

 

取組の概要： 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名：住友金属鉱山株式会社 所在地：東京都港区 

社員数：8,766名 業種：非鉄金属製造業 

〈現在の取組〉 

○トップメッセージ 

 上記の取組目的や詳細な実施内容についての通知文を人事部長名で発行し、各部

門責任者への説明や社内掲示板に掲示するなどして取組を周知するとともに、今後

の業務の取り組み方の見直しや業務効率向上に向けた意識改革を促進。 

○所定外労働の削減 

 ・各自のＰＣのログオン・ログオフの記録をチェックし、「見える化」することで

適正な労働時間管理を行うとともに、所定外労働削減に向けた取り組みの一助

とする。 

 ・事業所ごとにノー残業デー（月初を除く毎週水曜日）を実施 

 ・１人当たりの時間外労働は月平均 10～13時間 

○朝型勤務 

本社において、７月から９月までの所定労働時間を 40分前倒し、8:00～17:00と

する夏期勤務時間を導入 

・原則として本社地区全部門の管理社員を含めた全社員を対象とするが、業務の

都合上勤務時間の変更が困難な部門については、部室またはグループ単位で適

用除外とする。また、育児期間中の者も本人の意向を確認した上で対象外とす

ることもできる。 

・夏期勤務時間中は、17:00 以降に終了することが見込まれる社内会議・打合せ

は原則として設定しない。 

・ノー残業デーは継続 

○年次有給休暇の取得促進 

 ・年次有給休暇の取得促進について、労使専門委員会で精査、検討し、年次有給

休暇の取得率の更なる向上による総実労働時間の削減を目指している。（2014

年度の取得率は８割強。） 

 ・事業所毎に３～５日／年の範囲で計画付与を実施 

夏期の期間、早朝から集中して仕事を行うことで、ワーク・ライフ・バランスの

更なる推進を図るとともに、これを機に仕事の進め方を見直す。 

（写真） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状とこれまでの取組の効果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

（H27.７） 

○ワーク・ライフ・バランスの推進 

 朝型勤務は今年の７月に開始したばかりであるため、数値上の効果はまだ確認で

きないが、従業員からは「早い時間帯の退社を意識するようになった。」「夕方以降、

自己啓発や健康増進の時間が取りやすくなった。」などの意識面での効果が見られる

ようになっている。今後、朝型勤務導入前後の労働時間の調査を行い、具体的な効

果検証を行っていく。 

【主な休暇制度】 

○積立年休（有給） 

時効により消滅した年次有給休暇を積み立て、総積立日数４５日を限度として、本

人の私傷病、家族の介護・看護などに活用できる。 

○出産育児支援休暇（有給） 

配偶者が出産する場合、入院日、分娩日、退院日から連続７日間の合計９日間取得

できる。 

○ボランティア休暇（有給） 

国または地方公共団体等が主体として行う災害防止活動、人命救助活動等に参加す

る場合、年間７日を限度として取得できる。 

○育児特別時間休暇（有給） 

小学校６年生までの子の負傷・疾病により、突然の看護、病院への付き添い等を行

う場合、１回当たり２時間の休暇を年間４回まで取得できる。 

○ポジティブ・オフ（無給） 

勤続３年以上の社員は、業務外の自己啓発等の能力開発、家庭と仕事の両立支援（配

偶者の海外勤務など）等を目的として、上限２年間としてポジティブ・オフ（自発休

職）を取得することができる。 

 

〈今後の取組〉 

○総実労働時間の削減 

 労使専門委員会の更なる活用により、労働時間や休暇の取得状況等の実態把握、課

題抽出、対策の検討を行い、所定外労働の削減や年次有給休暇を含む各種休暇制度の

利用促進を図り、総実労働時間を削減していく。 

○ダイバーシティの推進 

 女性活躍推進、外国人労働者の積極的な活用を促進するとともに、当社における出

産育児関連諸制度の充実と取得促進、社員教育などにより多様な人材が活躍できる職

場を醸成していく。 


